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教 育 委 員 会 会 議 録 要 旨（令和 2 年第 6 回） 

定 例 会 
日 時 令和 2年 4月 6日(月） 午後 1時 00 分 

場 所 明 石 市 役 所 分 庁 舎 4 階 教 育 委 員 会 室 

出 席 者 

委 員 

清 重 隆 信     教 育 長 

伊 賀 文 計    委  員 

栗 岡 誠 司    委  員 

川 本 まり子    委  員 

柏 木 輝 恵    委  員 

事 務 局 

北條局長 

村田次長（管理担当） 

福本次長（指導担当） 

市川次長（給食担当） 

廣岡次長（情報担当） 

公家所長（あかし教育研修センター） 

巻野参事（給食担当） 

寺田総務課長 

今村学校管理課長 

金井学校教育課長 

森本児童生徒支援課長 

池田青少年教育課長 

古川あかし教育研修センター課長 

前薗明石商業高等学校事務局長 

土井法務担当課長 

礒部給食調整担当課長 

山下中学校給食担当課長 

稲原文化財担当課長 

田川文化振興課文化財係長 

三ノ浦総務課企画総務係長 
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○次 第 

○報告事項 

1.明石市指定有形文化財の指定について 

2.教育委員の学校訪問について 

3.令和 2年度アクションプランの策定について 

4.令和 2年度明石商業高等学校の入試状況について 

 

開催 

（清重教育長） それでは、ただいまから、令和 2年第 6回定例会を開会します。 

本日の署名委員は、川本委員お願いします。 

前回の審議事項は、議案第 14 号「明石市学校運営協議会の設置等

に関する規則の一部を改正する規則制定のこと」から議案第 17 号「明

石市立明石商業高等学校教員の人事について」までを審議し、いずれ

も原案どおり可決されています。ご確認ください。 

それでは、本日の審議を始めます。 

本日は報告事項のみです。 

報告事項 1「明石市指定有形文化財の指定について」、説明をお願

いします。 

（稲原課長） 報告事項 1「明石市指定有形文化財の指定について」、ご報告いたし

ます。 

明石市の指定有形文化財候補である、「徳川家康感状等横河家伝来

資料」と「冷泉為理柿本社奉納和歌」につきまして、明石市文化財保

護審議会へ諮問したところ、市指定とすることを妥当と認める旨の答

申がありましたので、令和 2 年 3 月 31 日付で市指定文化財に指定い

たしました。 

今回の指定によりまして、明石市の指定文化財は 38 件から 40 件に

なります。 

このたび、指定されました 2件の文化財の詳細につきまして、ご説
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明いたします。 

まず、１件目の「徳川家康感状等横河家伝来資料」ですが、江戸時

代から二見に住んでいた横河家から、平成 29 年に寄贈を受けた 2,982

点の資料のうち、4点につきまして、第 24 代横河重陳が大坂冬の陣で

功を立てたことを証する歴史資料として、特に価値が高いものとして

指定されることになりました。 

その 4 点についてですが、まず、「徳川家康感状」は、24 代横河次

大夫重陳が、洲本藩主の池田忠長、のちに忠雄を名乗る武将の船大将

を務めていたとき、慶長 19 年大阪冬の陣の伯楽渕の戦いで敵将平子

主膳を討ち取り、一番槍、一番首の功を立てたとして、徳川家康から

授けられた感状でございます。 

次に、「池田忠雄感状」は、当時の藩主であった池田忠雄から、そ

の功を立てたことに対しての感状でございます。 

さらに、「良正院感状」は、池田忠雄の母から、戦功に対しての功

を称える感状でございます。 

最後に、「伝大坂冬の陣で用いた槍先」は、横河重陳が東軍一番槍

で、守将であった平子主膳を討ち取った際に、平子主膳が所持してい

たと伝わる槍の先でございます。 

以上 4点を、徳川家康感状等横河家伝来資料として指定していくも

のでございます。 

次に、2 件目の「冷泉為理柿本社奉納和歌」ですが、この冷泉為理

は、上冷泉家の 20 代当主で、江戸時代後期から明治時代にかけての

公卿・歌人でございます。文政 7年、冷泉為全の子として誕生し、官

位は正二位権中納言で、幕末の動乱期にあり、俊成や定家自筆本をは

じめとする家宝を守った人物でございます。 
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当資料は、15 題の和歌を詠み、柿本社に奉納したもので、字体は冷

泉流と呼ばれるものです。江戸時代から明治にかけて、柿本社が公家

との関わりを保持していたことを示し、人麻呂信仰のあり方を知るう

えで貴重な書跡として指定されたものでございます。 

以上 2件が、このたび、明石市指定有形文化財への指定されました

ことをご報告いたします。 

（清重教育長） 何かご意見やご質問などはありませんか。 

（川本委員）  平成 29 年に寄贈を受けたということですが、どういった手順を踏

んで指定をされるのでしょうか。 

（稲原課長）  平成 29 年に寄贈を受けて以来、神戸大学大学院の人文学研究所に、

横河家資料の調査を含めまして委託をし、調査をさせていただいてお

ります。 

 2,982 点の中には、古文書類が多いですので、そういった資料の目

録作成とともに、その中身を随時、読んでいただきながら調査をして

いるところで、特に江戸時代の初めの資料に関しましては、この 4点

が確実に当時の資料だと判明いたしましたので、指定に至りました。

今後、これ以外につきましても、順次、公開しながら指定していき

たいと考えております。 

（清重教育長） 報告事項 2「教育委員の学校訪問について」、説明をお願いします。

（寺田課長） 報告事項 2「教育委員の学校訪問について」、ご報告いたします。 

教育委員の皆さまには、定期的に学校をご訪問いただき、実際に授

業をご覧いただくとともに、校長先生との意見交換を通じまして、学

校現場の現状について、ご理解を深めていただいているところです

が、今年度も引き続き実施をしたいと考えております。 

方法につきしては、これまでと同様、教育委員お一人につき、2～3
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名の課長が担当させていただき、学校との日程調整や当日の随行、教

育委員会でご報告する訪問レポートの作成等を行わせていただく予

定にしております。 

また、状況に応じて、多様な形態を取ることとし、特定のテーマ設

定や、複数の委員による合同訪問も可能とさせていただきたいと思っ

ております。 

詳細につきましては、改めまして担当する課長から、学校の再開等

も含めて日程調整の連絡をさせていただきます。 

教育委員の皆さまからも、ご訪問を希望される学校がございました

らご連絡をいただくなど、積極的にご訪問いただければと考えており

ます。 

（清重教育長） 何かご意見やご質問などはありませんか。 

無いようですので、報告事項 3「令和 2 年度アクションプランの策

定について」、説明をお願いします。 

（寺田課長） 報告事項 3「令和 2年度アクションプランの策定について」、ご報告

いたします。 

令和 2 年度アクションプランにつきましては、3 月 4 日の教育委員

会協議会にて案をお示しし、新規・拡充事業を中心に見直し内容をご

説明いたしました。 

その後、教育委員の皆さまからいただきましたご意見を踏まえ、内

容を修正したものが出来上がりましたので、ご報告をさせていただき

ます。 

なお、いただきましたご意見につきましては、別添の資料「令和 2

年度アクションプランに係る教育委員追加意見について」のとおり修

正をしております。 
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報告は以上です。よろしくお願いいたします。 

（清重教育長） 何かご意見やご質問などはありませんか。 

（川本委員） このたびの新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とし、子ど

もたちは 2週間の自宅待機となりましたが、そういったときに ICT を

使用して家庭学習が行われているところがあると聞くのですが、そう

いった環境が無い子どもに、どのように教育をしていくかを、今回は

難しいですが、災害等も考えられますので、今後入れていければよい

と思っております。 

あと、24 ページの「いじめ解決率」について、ご説明いただけます

でしょうか。 

（森本課長） 「いじめ解決率」ですが、いじめが無くなった状態から 3か月間様

子を見守り、そこで解決していれば初めてカウントいたします。 

ですので、年度末の段階で 100%にならない状態でございます。 

（清重教育長） 報告事項 4「令和 2年度明石商業高等学校の入試状況について」、説

明をお願いします。 

（前薗事務局長） 報告事項 4「令和 2年度明石商業高等学校の入試状況について」、ご

報告いたします。 

まず、令和 2年度入試状況の推薦入試につきましては、国際会計科

の募集定員 40名と商業科の募集定員 240 名の半分の 120 名を募集し、

商業科の残り半分は、学力検査入試で募集いたしました。 

推薦入試の詳細につきましては、2月 19 日に行われた教育委員会で

既に報告させていただいておりますので、今回は、学力検査入試につ

いてご報告いたします。 

学力検査入試については、募集定員 120 名に対し、159 名の志願者

がありました。昨年度の志願者が 139 名でしたので、20 名増で倍率は
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1.33 倍となっております。ちなみに、近隣の商業高校の倍率につきま

しては、神戸商業高校、姫路商業高校とも 1.01 倍となっております。

学力検査入試の内訳ですが、市内の志願者が 79 名、うち合格者が

54 名、市外の志願者が 80 名、うち合格者が 66 名になります。 

また、入試全体の内訳は、市内の志願者が 179 名、うち合格者が 123

名、市外の志願者が 197 名、うち合格者が 157 名になっております。

報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

（清重教育長） 何かご意見やご質問などはありませんか。 

（伊賀委員）  近隣の商業高校より倍率が高いのは、何かあるのでしょうか。 

（前薗事務局長）  近年、部活動での成績等が関係しているのではないかと考えており

ます。 

（栗岡委員）  志願者の比率に対して、合格者の比率を比較してみると、推薦入試、

学力検査入試ともに市外の方が、合格者の割合が増えております。 

 これは、毎年こういった傾向なのでしょうか。 

 また、何か原因があるのでしょうか。 

（前薗事務局長）  毎年こういった傾向なのかどうかは、確認しておきます。 

 また、原因につきましても、調べておきたいと思います。 

（栗岡委員）  やはり、そのあたりを分析していただいて、何か大きなところで原

因があるのか探っていただければと思います。 

（清重教育長） 以上で本日の議事は全て終了いたしました。 

以上をもちまして、第 6回定例会を終了いたします。 

 （１３：３０ 閉会）

 


